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第６ 業務報告 
 
１ 指導状況報告 

この報告は、行政の適正な運営に資するため、労働者供給事業に係る指導状況を把握するもので

あり、都道府県労働局は、毎年１月末日までに、前年の１月１日から１２月末日までの状況を、様

式第２１号「労働者供給事業指導状況報告」により、厚生労働本省あて報告することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


